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学習の参考になる労働基準法等の条文一覧

◆労働基準法
（労働条件の明示）
第15条　使用者は、労働契約の締結に際し、労働者に対して賃金、労働時間その他の労働条件を明示しなければなら

ない。この場合において、賃金及び労働時間に関する事項その他の厚生労働省令で定める事項については、厚生労
働省令で定める方法により明示しなければならない。

 ②　前項の規定によつて明示された労働条件が事実と相違する場合においては、労働者は、即時に労働契約を解除
することができる。

（第3項　略）

（賠償予定の禁止）
第16条 　使用者は、労働契約の不履行について違約金を定め、又は損害賠償額を予定する契約をしてはならない。

（賃金の支払）
第24条　賃金は、通貨で、直接労働者に、その全額を支払わなければならない。（以下略）
 ②　賃金は、毎月1回以上、一定の期日を定めて支払わなければならない。（以下略）

（最低賃金）
第28条　賃金の最低基準に関しては、最低賃金法 （昭和34年法律第137号）の定めるところによる。

（労働時間）
第32条　使用者は、労働者に、休憩時間を除き1週間について40時間を超えて、労働させてはならない。
 ②　使用者は、1週間の各日については、労働者に、休憩時間を除き1日について8時間を超えて、労働させてはな

らない。

（休憩）
第34条　使用者は、労働時間が6時間を超える場合においては少くとも45分、8時間を超える場合においては少くと

も1時間の休憩時間を労働時間の途中に与えなければならない。
（第2項、第3項　略）

（休日）
第35条　使用者は、労働者に対して、毎週少くとも1回の休日を与えなければならない。
 ②　前項の規定は、4週間を通じ4日以上の休日を与える使用者については適用しない。

（時間外及び休日の労働）
第36条 　使用者は、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働

者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定をし、これ
を行政官庁に届け出た場合においては、第32条から第32条の5まで若しくは第40条の労働時間（以下この条におい
て「労働時間」という。）又は前条の休日（以下この項において「休日」という。）に関する規定にかかわらず、その協定
で定めるところによつて労働時間を延長し、又は休日に労働させることができる。（以下略）

（第2項～第11項　略）

（時間外、休日及び深夜の割増賃金）
第37条　使用者が、第33条又は前条第1項の規定により労働時間を延長し、又は休日に労働させた場合においては、

その時間又はその日の労働については、通常の労働時間又は労働日の賃金の計算額の2割5分以上5割以下の範囲内
でそれぞれ政令で定める率以上の率で計算した割増賃金を支払わなければならない。ただし、当該延長して労働さ
せた時間が1箇月について60時間を超えた場合においては、その超えた時間の労働については、通常の労働時間の
賃金の計算額の5割以上の率で計算した割増賃金を支払わなければならない。
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（第2項、第3項　略）
④ 使用者が、午後10時から午前5時まで（厚生労働大臣が必要であると認める場合においては、その定める地域
又は期間については午後11時から午前6時まで）の間において労働させた場合においては、その時間の労働につい
ては、通常の労働時間の賃金の計算額の2割5分以上の率で計算した割増賃金を支払わなければならない。

（第5項　略）

（年次有給休暇）
第39条　使用者は、その雇入れの日から起算して6箇月間継続勤務し全労働日の8割以上出勤した労働者に対して、

継続し、又は分割した10労働日の有給休暇を与えなければならない。
② 使用者は、1年6箇月以上継続勤務した労働者に対しては、雇入れの日から起算して6箇月を超えて継続勤務す
る日（以下「6箇月経過日」という。）から起算した継続勤務年数
1年ごとに、前項の日数に、次の表の上欄に掲げる6箇月経過
日から起算した継続勤務年数の区分に応じ同表の下欄に掲げ
る労働日を加算した有給休暇を与えなければならない。ただ
し、継続勤務した期間を6箇月経過日から一年ごとに区分し
た各期間（最後に1年未満の期間を生じたときは、当該期間）
の初日の前日の属する期間において出勤した日数が全労働日
の8割未満である者に対しては、当該初日以後の1年間におい
ては有給休暇を与えることを要しない。

（第3項～第10項　略）

（制裁規定の制限）
第91条　就業規則で、労働者に対して減給の制裁を定める場合においては、その減給は、1回の額が平均賃金の1日

分の半額を超え、総額が1賃金支払期における賃金の総額の10分の1を超えてはならない。

（監督機関に対する申告）
第104条　事業場に、この法律又はこの法律に基いて発する命令に違反する事実がある場合においては、労働者は、

その事実を行政官庁又は労働基準監督官に申告することができる。
② 使用者は、前項の申告をしたことを理由として、労働者に対して解雇その他不利益な取扱をしてはならない。

◆最低賃金法

（最低賃金の効力）
第4条 　使用者は、最低賃金の適用を受ける労働者に対し、その最低賃金額以上の賃金を支払わなければならない。

2 　最低賃金の適用を受ける労働者と使用者との間の労働契約で最低賃金額に達しない賃金を定めるものは、その
部分については無効とする。この場合において、無効となった部分は、最低賃金と同様の定をしたものとみなす。

（第3項、第4項　略）

◆労働契約法

（解雇）
第16条　解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用した

ものとして、無効とする。

1年  1労働日
2年 2労働日
3年 4労働日
4年  6労働日
5年  8労働日
6年以上  10労働日

六箇月経過日から起算した継続勤務年数 労働日
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分

働く上での条件（労働契約：給料・勤務時間など）はこうしましょう！

ただし、最低労働基準を定める労働法に従う義務有り。



── 138 ──

第3章：資料



── 139 ──

１
章

２
章

４
章

５
章

６
章

７
章

８
章

３
章

資料



── 140 ──

第3章：資料



── 141 ──

１
章

２
章

４
章

５
章

６
章

７
章

８
章

３
章

資料



── 142 ──

第3章：資料



── 143 ──

１
章

２
章

４
章

５
章

６
章

７
章

８
章

３
章

資料



── 144 ──

第3章：資料

・雇用管理の改善等に関する事項に係る相談窓口
部署名           　　　　  担当者職氏名  （連絡先  ）
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